
別記様式２ （令和6年4月1日現在）

内線

附属機関等の名称

「附属機関」、
「常設の懇談会」
の別

設置年月日

設置根拠

設置目的

所掌事項、議題等

委員構成 １ 委員(構成員)数 5 名　　　　 　【定  数： 6 名】

   （うち女性委員）　　 1 名

   （うち公募委員）　　 0 名　　　　　 【公募枠： 0 名】

  　現在委員を委嘱していない場合はその理由（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

２ 部会等の設置状況

名称 委員数（うち女性委員）

なし

会議の公開

状況 　一部非公開

　公開できない理由（一部非公開・非公開の場合）

附属機関

　道が発注する建設工事及び建設工事に係る設計等の委託業務並びに物品等の調達に係る入札及び契約の適
正化を図るため

　委員会は、知事の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。（条例第2条）
(１)公共工事等に係る入札及び契約の過程並びに契約の内容の透明性の確保に関すること。
(２)公共工事等に係る入札及び契約の過程についての苦情に関すること。
(３)公共調達に係る談合情報に関すること。
(４)公共調達に係る入札及び契約の制度の適正化に関すること。

　審議については、審議の内容において、当該法人の競争上若しくは事業運営上の地
位等が不当に損なわれる事項が含まれる可能性があるため。
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北海道入札監視委員会条例

附属機関等の概要
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